
 

  

 

１ 制度の概要 

確定申告を行わない給与所得のみの方などが、ふるさと納税（富士見市ではまちづくり寄附） 

を行う際、個人住民税が課税されている市区町村に対する寄附控除の申請を、寄附先の市区町村 

（富士見市）が寄附者に代わって行うことを申請できる制度です。なお、平成 28年より、申請

書へのマイナンバー（個人番号）の記載及び本人確認書類の添付が義務付けられました。 

 

２ 対象者（下記２つの要件を両方満たす方） 

（１）給与所得のみの方などで、確定申告を行う必要がない方 
※給与所得のみの方でも、確定申告が必要な給与の年間収入金額が 2,000 万円を超える方や医療費 

控除等の各種控除、株式などの所得を確定申告する方などは対象外となります。 

（２）１年間（１月から１２月）における、ふるさと納税の寄附先が 5団体以下の方 
  ※同じ自治体に複数回寄附をした場合は、「１団体」と数えます。 

 

３ 申請方法（この制度を利用するには、申請が必要です） 

富士見市役所政策企画課あてに下記の書類を郵送ください（申請締切は寄附翌年１月１０日）。 

 ⇒郵送先住所は裏面の下をご覧ください。 

※寄附をするごとに、申請書の提出が必要です。 

 例えば、同じ自治体に３回寄附をした場合、それぞれの寄附ごとに３回申請が必要です。 

 

（１）「申告特例申請書」の提出 

（２）マイナンバー（個人番号）の確認書類 （①または②が必要です） ⇒裏面参照 

①マイナンバー（個人番号）カード（表裏両面のコピー） 

②通知カードのコピー +本人確認書類のコピー  

 

※申告特例申請書の提出に係る郵送料等は、申請者のご負担となりますのでご了承ください。 

※申請後、寄附翌年の 1 月 1 日までの間に住所や氏名等に変更が生じた場合は、寄附をした富士見市

宛に「申告特例申請事項変更届」の提出（寄附翌年の 1月 10日締切）が必要となります。 

 

４ 申請手続きの完了 

申請書（変更届出書）の提出と寄附の入金を確認した後、富士見市より受付書を郵送いたしま

す。受付書は、寄附金受領証明書、寄附をされた際の領収書とあわせて大切に保管してください。 

制度のイメージ（総務省 ふるさと納税ポータルサイトより） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふるさと納税ワンストップ特例制度 
マイナンバーの記載や本人確認書類の添付が義務付けられました 

 

+マイナンバー関係書類 



 

マイナンバー（個人番号）の確認書類 

提出していただく添付書類は、次の１～３のいずれかの組合せとなります。 

添付書類 

 マイナンバー（個人番号）確認用 ＋ 本人確認用 

1 

「マイナンバー(個人番号)カー

ド」の写し 1枚（裏面） 

※マイナンバー(個人番号)カードはマイナンバ

ーが記載された顔写真付のカードです。 

＋ 

「マイナンバー(個人番号)カー

ド」の写し 1枚（表面） 

  

2 

下記のいずれかの写しを 1点 

 

・通知カード 

・住民票（マイナンバー（個人番号）

が記載されたもの） 

※通知カードは、紙製のカードで、 住民にマ

イナンバーをお知らせするものです。 

＋ 

顔写真付きの公的機関発行の 

身分証明書 

いずれかの写しを 1点 

運転免許証、旅券、住民基本台帳カー

ド（顔写真つき）、運転経歴証明書（交

付年月日が平成 24 年 4 月 1 日以降のも

のに限る。）、身体障害者手帳、精神障

害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カ

ード、特別永住者証明書など 

3 

下記のいずれかの写しを 1点 

 

・通知カード 

・住民票（マイナンバー（個人番号）

が記載されたもの） 
＋ 

写真なし身分証明書等 

 

いずれかの写しを２点 

健康保険又は介護保険の被保険者証、

医療受給者証、各種年金証書、児童扶

養手当証書、生活保護受給者証、官公

署がその職員に発行した身分証明書、

民間企業の社員証、学生証など 

※書類のコピーは、マイナンバー（個人番号）、氏名、生年月日、住所等の記載がはっきりわ

かるようにお取りください。 

※なお、番号確認や本人確認ができない場合、受付できないこともございますのでご注意く

ださい。 

  
【お問合せ】 

まちづくり寄附、ワンストップ特例制度に関すること  富士見市政策企画課 電話 049-251-2711 内線 234 

申告、寄附金の税額控除に関すること  お住まいの市区町村の税担当課までお問い合わせください。 

【郵送先】 

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬 1800-1 富士見市役所 政策企画課 まちづくり寄附担当 宛 



 

 

令和   年寄附分    寄附金税額控除に係る申告特例申請書 

 
令和〇〇年  ○月  ○日 

富士見市長  整 理 番 号  

住 所 

 

○○県○○市○○町 

○○番地○号 

フリガナ 
 

氏 名 富士見 太郎 

個人番号             

性 別 男    女 

電話番号 ○○○－○○○－○○○○ 生年月日 
明・大・昭 
平・令        ４７.４.１０ 

「個人番号」欄には、あなたの個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第２条第５項に規定する個人番号をいう。）を記載してください。 

 

あなたが支出した地方税法第37条の２（第314条の７）第２項に規定する特例控除対象寄附金（以下「特例控除対象寄附
金」という。）について、同法附則第７条第１項（第８項）の規定による寄附金税額控除に係る申告の特例（以下「申告
の特例」という。）の適用を受けようとするときは、下の欄に必要な事項を記載してください。 
 

（注１） 上記に記載した内容に変更があった場合、申告特例対象年の翌年の１月 10 日までに、申告特例申請事項変更

届出書を提出してください。 

（注２） 申告の特例の適用を受けるために申請を行った者が、地方税法附則第７条第６項（第 13 項）各号のいずれか
に該当する場合には、申告特例対象年に支出した全ての寄附金（同項第４号に該当する場合にあっては、同号に

係るものに限る。）について申告の特例の適用は受けられなくなります。その場合に寄附金税額控除の適用を受け
るためには、当該寄附金税額控除に関する事項を記載した確定申告書又は市町村民税・道府県民税の申告書を提出
してください。 

 

１．当団体に対する寄附に関する事項 
寄附年月日 寄付金額 

令和〇〇年  ○月 ××日 １０，０００ 円 

 
２．申告の特例の適用に関する事項 

申告の特例の適用を受けるための申請は、①及び②に該当する場合のみすることができます。①及び②に該当する場
合、それぞれ下の欄の□にチェックをしてください。 

 

① 地方税法附則第７条第１項（第８項）に規定する申告特例対象寄附者である □ 

（注）  地方税法附則第７条第１項（第８項）に規定する申告特例対象寄附者とは、⑴及び⑵に該当すると見込ま

れる者をいいます。 

 (1)  特例控除対象寄附金を支出する年の年分の所得税について所得税法第 120 条第１項の規定による申告書を

提出する義務がない者又は同法第 121条（第１項ただし書を除く。）の規定の適用を受ける者 

(2)  特例控除対象寄附金を支出する年の翌年の４月１日の属する年度分の市町村民税・道府県民税について、当

該寄附金に係る寄附金税額控除の控除を受ける目的以外に、市町村民税・道府県民税の申告書の提出（当該申告書

の提出がされたものとみなされる確定申告書の提出を含む。）を   要しない者 

 

② 地方税法附則第７条第２項（第９項）に規定する要件に該当する者である □ 

（注） 地方税法附則第７条第２項（第９項）に規定する要件に該当する者とは、この申請を含め申告特例対象年

の１月１日から 12 月 31 日の間に申告の特例の適用を受けるための申請を行う都道府県の知事又は市町村

若しくは特別区の長の数が５以下であると見込まれる者をいいます。 

 

 

令和   年寄附分   寄附金税額控除に係る申告特例申請書受付書 

 

住 所 
 受付日付印 

氏 名 殿  

 

受付団体名 埼玉県富士見市 

市町村民税 
道府県民税 

市町村民税 
道府県民税 

第
五
十
五
号
の
五
様
式
（
附
則
第
二
条
の
四
関
係
） 

記入例 

フジミ タロウ 

（切り取らないでください。） 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

 

 

12桁のマイナンバー（個人番号）を記入し、必ず個人

番号及び本人確認書類を添付してください。 

住所、氏名（フリガナ）、性別、

電話番号、生年月日を全て記入。 

寄附をした年月日と寄付金額を記入。 

（注意）寄附をする毎にご記入願います。 

確定申告の提出不要者であり、住民税申告も提出 

不要者である場合、チェックをしてください。 

ワンストップ特例申請で寄付をする市町村数が、 

年間で５市町村以下であると見込まれる場合、 

チェックをしてください。 

申請書の記入日を記載 



 

＜ワンストップ特例を申請する皆様へ＞ 
 

 

 
 

 

 確定申告をする方や６団体以上にワンストップ
特例を申請する方などは、特例が適用されません。 
 

 

 ワンストップ特例を申請しても適用されない場合 
 ・ 医療費控除の申告などのため、確定申告をした、又は住民税の

申告をした 

 ・ ６団体以上にワンストップ特例を申請した 
 ・ 寄附した翌年の１月１日の住所地が申請書に記載された市町村

でなくなったが、変更の届出をしていない 

 
   ※ ワンストップ特例を申請した後で、市外へ転居するなど申請書の記載事項に変更

がある場合には、寄附した翌年の１月 10 日までに富士見市役所に「申告特例申請
事項変更届」を届け出れば特例が適用されます。 

 
 
 ワンストップ特例が適用されなくなった方が、ふるさと納
税に係る寄附金控除を受けるためには・・・・ 

 確定申告において、ふるさと納税に係る寄附金
を申告する必要があります。 
 
 詳しくは、下記連絡先までお問い合わせください。 

 
確定申告については、国税庁のホームページをご覧ください 

アドレス https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 

 
富士見市役所 政策企画課 

電話 :049-251-2711 内線 234 

【ご注意ください】 


